
環境・まちづくり特別委員会 
令和４年９月１２日 

１ 陳情審査 
（１）新たに送付された陳情 

①送付４－17 外神田一丁目再開発における区有財産の取り扱いについて説明会の 
早期開催を求める陳情 

②送付４－18 外神田一丁目南部地区再開発中止を求める陳情 
③送付４－20 千代田区外神田一丁目再開発事業の都市計画決定に関する公聴会の 

開催を求める陳情 

 

（２）継続審査 
①送付３－２ 外神田一丁目１、２、３番地市街地再開発事業の再検討を求める陳情 
②送付３－６ 千代田区外神田一丁目南部地区再開発事業に関する陳情 
③送付３－８ 清掃事務所を区のものとして建設するよう求める陳情 
④送付３－９ 再開発共同化に係る合意形成のルールを条例として作ることを求めます。  
⑤参考送付  外神田一丁目南部地区再開発事業の早期推進を求める陳情 
⑥送付３－11 千代田区外神田一丁目南部地区再開発事業に関する陳情 

⑦送付３－16 外神田一丁目南部地区再開発事業の慎重な調査・再検討を求める陳情 
⑧送付４－２ 外神田一丁目再開発の速やかな都市計画決定を求める陳情 
⑨送付４－３ 外神田のしゃれた街並み条例の指定は保留、見直しをお願いいたします。  
⑩送付４－７ 外神田一丁目再開発計画の再考を求める陳情 
⑪送付４－８ 意向調査の実施に関する陳情 
⑫送付４－９ 外一再開発、法１７条手続き検討前のご調査ご議論を求める陳情 
⑬送付４－12 外神田一丁目南部地区再開発の都市計画早期決定を求める陳情 
⑭送付４－15 公聴会の開催を求める陳情 

 

２ 報告事項 
［環境まちづくり部］ 
（１）外神田一丁目南部地区のまちづくりについて          ［資料］ 

 

３ その他 



 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付４－17 

外神田一丁目再開発における区有財産の取り扱いについて説明会の早期開催を求める陳情  

 

 

 

 

受付年月日   令和４年 ８月 １日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   １名 





 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付４－18 

外神田一丁目南部地区再開発中止を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和４年 ８月 ２日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   １名 





 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付４－20 

千代田区外神田一丁目再開発事業の都市計画決定に関する公聴会の開催を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和４年 ９月 ９日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   ２名 



















 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付３－２ 

外神田一丁目１、２、３番地市街地再開発事業の再検討を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和３年３月２日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   １名 

署 名 者 ２８８名 

令和３年 ３月１８日追加署名  １８８名 

令和３年 ３月２２日追加署名   ５８名 

令和３年 ４月２２日追加署名   ３２名 

令和３年 ５月１４日追加署名   １０名 

            計   ５７７名 

 

 

 







 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付３－６ 

千代田区外神田一丁目南部地区再開発事業に関する陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和３年６月７日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   ６名 

 

 

 







 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付３－８ 

清掃事務所を区のものとして建設するよう求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和３年６月７日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   １名 

署 名 者  ６５名 

令和３年 ６月１４日追加署名  ８１名 

令和３年 ６月１４日追加署名   ６名 

令和３年 ７月１２日追加署名  ５８名 

           計   ２１１名 

 

 

 





 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付３－９ 

再開発共同化に係る合意形成のルールを条例として作ることを求めます。 

 

 

 

 

受付年月日   令和３年６月８日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   １名 

 

 

 



千代田区議会議長桜井ただし様

件名:再開発共同化に係る合意形成のルールを条例として作ることを求めます。

陳情書

理由

外神田一丁目再開発構想の区域内地権者として、その体験から、標記の件につ

いて陳情します。

千代田区として、独自のルールを持ち、地権者、地域の十分な理解と納得にも

とづく合意によって、再開発事業やそのための都市計画が定められることを希

望します。

再開発に関する都市計画決定や事業認可は、地権者の私権に対する重大な制

約を伴う政策行為です。また、地域社会にさまざまな影響が及びます。

このことから、地権者や地域がメリットとデメリットを十分に理解し、納得し

たなら進めることが必要です。誤解やデメリットの見落としがあってはならな

いことです。

特に、都市計画決定手続きは、その後の後戻りが難しい不可逆的性質の強いも

のです。そのため、事前に慎重な合意調達が求められます。

ノレーノレづくりにあたっての、ご留意いただきたい点です。

1,都市計画手続きは、その後の再開発事業が確実に見通せる同意者数を確保し

ている場合にすすめること。

「モデル権利変換」で賛同しても、その後の詳細が明らかになると反対に変わ

る人は発生するため、これを見越して考えること。

また、準備組合や協力業者に任せず、千代田区自らが個別地権者に直接文書に

よる問い合わせを行い、同意書(印鑑証明書つき)を求めること。その上で、区

が集計すること。

地権者に同意を訊ねる上で、説明しておくべきこと。

令和3年6月8日

陳情者

電話

1焚叉
千断イ喨S、2号

急 3牟 6,一合 1,
才さ 0々、、

砂産デ,トそN

〒



(1)都市計画決定後は建替えが極めて困難となること、つまり、高さ7m(ニ

階建て相当)までの建築しか許可されないとと。

(2)採算計画とその前提条件及びその根拠、計画図面とその面積表

(3)区内再開発の先行事例に関する情報

(4)同意者の内容と、同意割合、集計方法q牛数の数え方、面積の集計方法、)

(5)タダで建物が手に入るような甘い話ではなく、相当の土地を失い、共有

持ち分に変わるため、使用、収益、処分に制限や不自由さが生じること。

(6)固定資産税都市計画税が上がる可能性があること。

(フ)都市計画決定後、再開発法に定める合意調達が難航した場合、前にも進

めず、後ろにも下がれない状態となるりスクのこと。

(8)工事中に相続が発生した場合、更地評価となること。

(9)建築コスト、テナント賃料などは、流動的で将来を見通すことが困難な

ため、採算計画は目論見に過ぎないこと。

(10)超高層ビルは、長周期地震動、長周期パノレスに対する脆弱陛の指摘が

あり、必ずしも安全ではないこと。

(11)超高層ビルは、メンテナンス、修繕、設備交換に要するコストが、既

存建物より高価となること。

(1,2).震災時に建物内待機が求められた場合、電気、水道無く、窓も開かない

中で待機することが考えられること。

(13)超高層ビルの設計は、大震災時の財産的価値を担保するものではなく。

破損状況次第で、建替え撤去が必要となること。この際の費用は従来の建

物より高額が見込まれるこど。

つ

2、そもそも、再開発は、重大な私権の制限をもたらす政策であるから、原則的

には全地権者の同意を得るように指導すること。

完全同意が得られなくても、公共的必要性の高さから進めようとする場合で

も、地権者の8割以上は同意を得るべきこと。

3、市計画決定前では、雑駁な採算計算しかできないため、地権者は判断が難

"..ゞ都市計画が決まれば後戻りが難しくなります。そのことから、都市計画決

定.・.削に詳細の事前協議に区及び都市計画審議会は応ずるようにし、計画の根

拠となるデータの提供につとめ、サポートく費用も含めて)することが良いと思

われます。

4、特別の容積を与える以上、これに見合う公共性を認めるかどうかについて、

地域が納得する必要があります。







 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付３－１１ 

千代田区外神田一丁目南部地区再開発事業に関する陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和３年７月１２日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   ２名 

 

 

 







環境・まちづくり特別委員会 送付３－１６ 

外神田一丁目南部地区再開発事業の慎重な調査・再検討を求める陳情 

 

受付年月日     令和３年９月１０日 

 

陳 情 者      提 出 者   ８名 

署 名 者  ７４名 

   令和３年 ９月１４日追加署名    １名 

   令和３年 ９月２４日追加署名   １７名 

   令和３年 ９月２４日追加署名   １１名 

   令和３年 ９月２７日追加署名    １名 

   令和３年 ９月２７日追加署名   １０名 

   令和３年 ９月２７日追加署名   ９７名 

   令和３年 ９月２９日追加署名    ２名 

   令和３年 ９月２９日追加署名   ２２名 

   令和３年 ９月３０日追加署名   ２１名 

   令和３年１０月 ８日追加署名    ４名 

   令和３年１０月２９日追加署名   １６名 

   令和３年１１月１５日追加署名    ４名 

   令和３年１１月２９日追加署名   １３名 

   令和４年 １月１３日追加署名   ２０名 

   令和４年 ４月１４日追加署名   １９名 

   令和４年 ５月１８日追加署名   １０名 

   令和４年 ７月２５日追加署名    ５名 

               計   ３５５名 

























 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付４－２ 

外神田一丁目再開発の速やかな都市計画決定を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和４年２月２５日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   １名 

 









 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付４－３ 

外神田のしゃれた街並み条例の指定は保留、見直しをお願いいたします。 

 

 

 

 

受付年月日      令和４年３月７日 

 

 

陳 情 者      提 出 者   ２名 

署 名 者   ４名 

   令和４年 ３月 ８日追加署名    ６名 

   令和４年 ４月 ５日追加署名  １３４名 

   令和４年 ４月２５日追加署名   １６名 

   令和４年 ５月１９日追加署名    ７名 

   令和４年 ５月２０日追加署名    ７名 

   令和４年 ６月１０日追加署名    ８名 

               計   １８４名 

 







 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付４－７ 

外神田一丁目再開発計画の再考を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和４年６月３０日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   ８名 

        署 名 者   １名 

     計            ９名 



千代田区議会議長桜井ただし様

環境まちづくり特別委員会委員長小林

陳情書

外神田一丁目再開発計画の再考を求める陳情

たかや様

「外神田一丁目南部地区再開発」計画につきまして、、以下の理由により事業計画の再考を

求めます。

2022年6月30日

1.

大手信託銀行が発表した不動産マーケットレポートによると、建設資材価格の高騰を

受けて建築費が著しく上昇していることがわかります。建築費が上昇すれぱ事業の採

算性が合わなくなるどともに、事業主の保留床をその分増やすことで地権者に配分さ

れる権利床は減少し、モデル権利変換で提示された還元率(権利変換率)が低くならな

いか調べて下さい。

数十年に一度の社会・経済情勢の激変

建設資材の価格高騰を受けて建築費が上昇

陳情者

2.

他国での戦争の長期化を始め、20年ぶりの急激な円安の進行により、エネルギーや物

価の高騰など先行きが不透明であり、このような中で10年近く前に概要が決まった

時流に反する超高層ビル化計画は再検討が必要と考えられます。

3.想定を超えるオフィス需要予測の減少

・己

オフィスビル大手仲介会社のレポートによると、千代田区を含む都心では空室率の上

昇、賃料の下落が続いております。社会経済環境激変の前に決まった政策をそのまま実

行するのではなく、将来を見通し新たな且つ慎重な再検証を求めます。

/イー>'
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以上



 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付４－８ 

意向調査の実施に関する陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和４年６月３０日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   ８名 

        署 名 者   １名 

     計            ９名 



千代田区議会議長桜井ただし様

環境まちづくり特別委員会委員長小林

陳情書

意向調査の実施に関する陳情

たかや様

「外神田一丁目南部地区再開発」計画につきまして、地域の理解が不可欠と考えられるた

め、以下による意向調査の実施をお願いじます。

2 0 2 2年6月30日

1.

陳情者

①本件再開発計画事業における、メリットとデメリットを明らかにし、地域住民、地

域営業者 q昔家人)、地域就業者、地域就学者等へ丁寧にわかりやすく説明し理解を

聞くようにお願いします。

②区道を廃止し、再開発ビルの敷地へ変換することを、地域住民、地域営業者 q昔家

人)、地域就業者、地域就学者、更に区道の使用者へも充分に説明し意向を聞くよう

にお願いします。

調査範囲について

調査内容について

2.

4

万世橋出張所地区と、駅反対側で商圏の重なる和泉橋出張所地区を含めた範囲での意

向調査をお願いします。

・己

'、ヤ.・,β')
/ L'、ノ、、＼

,,;゛r'.ち入、、、、

W 4卑 6,30_1
'气1ι.,・弐ゞ'イを夕券卜2誕>

以上



 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付４－９ 

外一再開発、法１７条手続き検討前のご調査ご議論を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和４年６月３０日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   １名 

        署 名 者   ６名 

     計            ７名 



千代田区議会議長桜井ただし様

環境まちづくり特別委員会委員長小林

外一再開発、法17条手続き検討前のご調査ご議論を求める陳情

陳情書

本件地区計画は、重大な私権制限(建替えほぼ禁止、テナソト誘致困難、設備投資の困難

など)となる内容です。委員会の皆様、以下の点を何卒よろしくぉ願い致します。

1,「大方の合意」について

環境・まちづくり特別委員会では、「権利者の大方の同意がなければ、法17条の手続き

には進まないこと」が合意されました。私権を大きく制限するのですから、常識的なご判断

でした。 '

「大方」を、辞典(デジタル大辞泉(小学館))で調べますと、[名]「物事や事柄の大体」「大

部分」「あらかた」、類語大部分、殆どと載っています。そうしますと、 9割ないし8割

と考えるべきでしょう。 6割でも大方とのご意見がありました。再度お調べをお願いします。

たかや様

2 0 2 2年6月30日

2,国、都、区の士地を、同意として加算するこどについて

当方のヒアリングによりますと、民間主導で行う第一種市往社也再開発事業では、区、都の

士地は同意に入れないのが普通との情報でした。国も同様でしょう。

役所は、民問の希望を許可するという関係性です。役所は賛否を明らかする立場ではあり

ません。分母辻曽、分子は同じ、同意率は下がります。他区事伊N調べてください。

3,その他

調査から一年を経過しても同意が6割程度にとどまっています。検討し直す時期と考え

ます。

政府の通達は、命令ではなく要請です。自治体には地域の事情があります。「過度に慎重

にとりあつかわないようにと」となっていますが、何が過度かは、自治体の裁量です。

さらに、デベロッパーへのヒアリングでは、権利変換の段階で、大概、賛同者は減るので、

最初に8御抄割同意がないと、組合認可が難しくなる。それで役所は当初の合意率8割9割

と指導しているとの話でした。6割程で千代田は取り上げると知れたら、相談や申請の窓口

殺到や、地上げブームの呼び込みも懸念されます。調査、議論をお願いします。
ー.ー""
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環境・まちづくり特別委員会 送付４－12 

外神田一丁目南部地区再開発の都市計画早期決定を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和４年７月５日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   １名 





 

 

 

環境・まちづくり特別委員会 送付４－15 

公聴会の開催を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和４年７月２５日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   ２名 





【都市計画法第16条】

▼現在

【都市計画法第17条】

（都市計画決定後～組合設立）

（経由）

所有権者及び借地権者の2/3以上の同意

宅地面積及び借地面積の2/3以上の同意

外神田一丁目南部地区における都市計画手続きについて

●

●●

東京都 千代田区 権利者（住民等）

原案の作成

案の作成

意見書の提出

東京都への協議

意見書の提出

組合設立認可申請

事業計画の作成

事業計画の

公告縦覧

意見書の提出

認 可

区の意見

組合設立

都市計画決定・告示

環境まちづくり部資料１

令和４年９月12日

公告・縦覧
（２週間）

都市計画審議会
（審議）

区域内の土地の所有者その他政

令で定める利害関係を有するもの

住民及び利害関係人

［公告・縦覧］

　令和３年６月21日～７月５日

［意見書の提出期間］

　令和３年６月21日～７月12日

［説明会（法16条第２項）

　令和３年６月25日、26日

地区計画

地区計画

市街地再開発事業
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◇ 平成22年３月 「外神田一丁目計画基本構想」策定

◇ 令和元年7月11日、12日、13日 「外神田一丁目計画基本構想」改定に向けた
オープンハウス型説明会

◇ 令和元年12月 「外神田一丁目計画基本構想」改定

◇ 令和2年8月28日 地区計画勉強会（第１回）

◇ 令和2年10月2日 地区計画勉強会（第２回）

◇ 令和2年10月30日 地区計画勉強会（第３回）

※ 令和2年11月27日、28日

◇ 令和3年3月2日 都市計画審議会（報告）

◇ 令和3年4月27日 都市計画審議会（報告）

◇ 令和3年6月22日、23日 地区計画に係る素案の説明会

◇ 令和3年6月25日、26日 「外神田一丁目南部地区のまちづくり」に関する
オープンハウス型説明会

外神田一丁目南部地区のまちづくりに関するこれまでの取組み等

（仮称）外神田一丁目南部地区再開発計画周辺説明会

※外神田一丁目１・２・３番地区再開発準備組合主催

【都市計画法第16条関係手続き】

［公告・縦覧期間］

令和3年6月21日から令和3年7月5日（２週間）

［意見書の提出期間］

令和3年6月21日から令和3年7月12日（３週間）
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都市計画手続きに関する関係法令等

〇都市計画法

制定:昭和43年６月15日 最終改正:令和４年６月17日

（公聴会の開催等）

第十六条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとす

る場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を

講ずるものとする。

２ 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例

で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の

意見を求めて作成するものとする。

３ 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若

しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。

［政令］

（法第十六条第二項の政令で定める事項）

第十条の三 法第十六条第二項の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示

方法及び意見の提出方法とする。

（地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者）

第十条の四 法第十六条第二項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域

内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権

を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差

押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
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〇千代田区都市計画公聴会規則

制定:昭和50年４月１日

（趣旨）

第１条 この規則は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条の規定に基づき、区⾧が開催す

る千代田区都市計画公聴会（以下「公聴会」という。）の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

（公聴会の開催）

第２条 区⾧は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催

するものとする。

（公告）

第３条 区⾧は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の２週間前までに、日時、場所及び公聴会に

おいて意見を聞こうとする都市計画の案（以下「都市計画案」という。）を公告するものとする。

２ 前項の公告は、千代田区告示式によるものとする。

（公述の申出）

第４条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとする

ときは、区⾧が前条第１項の公告で定める日までに、書面により、区⾧にその旨を申し出ることができる。

２ 前項の書面には、意見の要旨並びに氏名、住所及び都市計画案についての利害関係を記載しなけれ

ばならない。

（公述人の選定等）

第５条 区⾧は、前条第１項の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができ

る者（以下「公述人」という。）を選定するものとする。この場合において、区⾧は、公聴会の運営を円滑に

するため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述時間を制限することができる。

２ 前項の規定により公述人の選定又は公述時間の制限は、公正かつ適正に行わなければならない。

３ 第１項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものと

する。

（公聴会の議⾧）

第６条 公聴会の議⾧は、千代田区職員のうちから、区⾧が指名する。

（公述人の陳述等）

第７条 公述人の陳述は、都市計画案の範囲をこえてはならない。

２ 議⾧は、公述人が前項の規定に違反して陳述したとき、又は公述人に不穏当な行為があつたときは、

その陳述を禁止し、又は退場させることができる。

（代理人等）

第８条 公述人は、あらかじめ区⾧の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べ

させることができる。
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（関係行政機関等の職員の出席）

第９条 区⾧は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関等の職員の出席を求めて、都市計

画案について、その意見を述べさせることができる。

（傍聴人の入場制限等）

第10条 議⾧は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は

その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

（記録）

第11条 区⾧は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

２ 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議⾧が署名及び押印を行わなければならない。

(１) 都市計画案の内容

(２) 公聴会の日時及び場所

(３) 出席した公述人の氏名及び住所

(４) 公述人の陳述の要旨

(５) その他公聴会の経過に関する事項

〇千代田区地区計画等の案の作成手続に関する条例

制定:昭和58年10月１日 最終改正:平成24年３月19日

（目的）

第１条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第２項の規定に基づき、地区

計画等の素案の提示方法及び意見の提出方法を定めることを目的とする。

（地区計画等の素案の提示方法）

第２条 区⾧は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、

当該地区計画等の素案を当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(１) 地区計画等の種類、名称、位置及び区域

(２) 縦覧場所

（説明会の開催等）

第３条 区⾧は、前条に定めるもののほか、地区計画等の素案の提示について必要があると認めるときは、

説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

（地区計画等の素案に対する意見の提出方法）

第４条 地区計画等の素案に係る区域内の土地所有者及び都市計画法施行令（昭和44年政令第

158号）第10条の４に規定する者は、第２条の縦覧開始の日から起算して３週間を経過する日までに、

地区計画等の素案に関する意見を文書により、区⾧に提出することができる。

（委任）

第５条 この条例の施行について必要な事項は、区⾧が定める。
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〇都市計画運用指針

建設省都市局⾧通知:平成12年12月28日 最終改正:令和４年４月１日

Ⅴ．都市計画決定手続等

１．都市計画決定手続に係る基本的考え方

近年、行政一般に対して、行政手続の透明化や情報公開、説明責任の遂行が求められており、都市計

画のように国民の権利義務に直接影響を与えることとなる行政手続については、特にその要請が高まってい

る。

また、環境問題や少子・高齢化問題に対する関心が高まる中で、住民自らが暮らす街の在り方について

もこれまで以上に関心が高まっており、都市計画に対して住民自らが主体的に参画しようとする動きが広がっ

ているところである。

さらに、質の高いまちづくりを推進するためには、地域の実情をきめ細かに把握し、身の回りの課題に自ら対

処しようとする住民団体等の主体的な取組を後押しするなど、民間と行政との連携・協働を促進することが

重要である。

このため、今後の都市計画決定手続においては、以上のような状況を十分踏まえ、都市計画に対する住

民の合意形成を円滑化し、都市計画の確実な実現を図る観点から、これまで以上に都市計画決定手続

における住民参加の機会の拡大、都市計画に係る情報公開及び理由の開示等に意を用いていくべきであ

る。

２．個別の都市計画決定手続等について

（公聴会・説明会の開催等）

法第１６条第１項では、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、

公聴会・説明会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされている。これは、

都市計画の案が作成された後の手続としての法第１７条の縦覧及び意見書の提出とは別に、都市計画

の案の作成の段階でも住民の意見をできるだけ反映させようという趣旨である。特に、法第１６条第１項

において公聴会の開催を例示しているのは、住民の意見を反映させるための措置として、住民の公開の場で

の意見陳述の機会を確保するべきという趣旨であることに留意する必要がある。

この点、説明会は、都道府県又は市町村が作成した都市計画の原案について住民に説明する場と考え

られ、公聴会は、都道府県又は市町村が作成した都市計画の原案について住民が公開の下で意見陳述

を行う場と考えられる。

都市計画への住民参加の要請がますます強まる中で、都市計画決定手続における住民参加の機会を

更に拡大していく観点から、今後は、都市計画の名称の変更その他特に必要がないと認められる場合を除

き、公聴会を開催するべきである。ただし、説明会の開催日時及び開催場所が事前に十分周知され、かつ、

都市計画の原案の内容と内容についての具体的な説明が事前に広報等により行われ、住民がこれを十分

に把握し得る場合であって、住民の意見陳述の機会が十分確保されているときは、その説明会を公聴会に

代わるものとして運用することも考えられるが、この場合においても、住民がその内容を十分把握した上で、

公開の場での意見陳述を行うための場となるよう十分留意するべきである。
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なお、市町村マスタープランについては法第１８条の２により、公聴会・説明会の開催等住民の意見を

反映させるための措置を講ずるものとされている。

住民の意見を反映させるための措置としては、公聴会・説明会の開催に加えてまちづくりの方向、内容等

に関するアンケートの実施、まちづくり協議会を中心としたワークショップの開催、まちづくり協議会による案の

提案等各種方策を、地域の実情に応じて実施することが望ましい。

公聴会・説明会の開催等については、住民の意見を十分汲み取ることができるようにすることが求められる

ものであり、作成しようとする都市計画の原案や関連する情報について具体的に提示するとともに、公聴会・

説明会の開催日時、開催場所、事前の広報等に配慮するべきである。また、意見陳述を希望する者には

物理的・時間的に対応が可能な範囲でできるだけ意見陳述を認めるとともに、公聴会の開催が形式に流さ

れることなく真に住民の意見を反映させる場として機能させる観点から、運営に特段の支障を及ぼさない限

り、例えば、公述人において希望がある場合には、都市計画の案を作成する都道府県又は市町村の担当

者と、あるいは、公述人相互間において質疑・議論を行うこと等も考えられる。さらに、住民からの意見につい

ては、それがどのように都市計画の案に反映されたか等について都市計画審議会に報告することが望ましい。

公聴会・説明会の開催等の方法については、都道府県又は市町村においてその事情に応じ決定すること

となるが、その際、上記について十分留意するとともに、できるだけ必要な事項をあらかじめ定め、公表してお

くことが望ましい。

（地区計画等の案の作成等）

住民に最も身近な都市計画である地区計画等については、区域内の詳細な土地利用、施設等に関

する計画であり、土地の所有者等に具体的な制限・負担が課せられる場合があることから、土地の所有

者等の利害関係者から意見を求めて作成することに加え、市町村の条例で、住民又は利害関係人から

地区計画等の決定若しくは変更又は地区計画等の案となるべき事項を申し出る方法についても定める

ことができることとされている。

申出の方法を条例で定めることができることとされているのは、地区計画等の作成が市町村の自治事務で

あることから、申出の方法についても市町村の判断によることとしたものであり、法第１６条第３項が地区計

画等の作成における住民参加を実効性あるものとすることを目的として規定されていることに鑑みれば、市町

村においては、申出の方法を条例に定め、積極的に住民参加を促すことが望ましい。

また、低未利用土地を利用した身の回りの公共空間の創出など、良好な住環境を維持するための小規

模な地区計画等については、提案制度の面積要件（０．５ヘクタール）が課されていない都市計画協

力団体による提案が有効である。
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